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平成1 5年7月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成1 5年(;f)第1 0 5 5号動産引渡等請求控訴事件

（原審 ・ 神戸地方裁判所平成1 4年（ワ）第212B号）

口頭弁輪終結日 平成1 5年6月4日・

判 決

大阪市北区

控 訴 人 A

神戸市
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被 控 訴 人

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護
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主 文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由·
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第1 控訴人の申立て

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人の請求を棄却する。

3 訴訟費用は，第1, 2審とも被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

事案の概要は，当事者の当審における主張を次に付加するほか，原判決の「事

実及び理由」欄の「第2 当事者の主張」に記載のとおりであるから，これを引

用する。

1 控訴人の主張
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(1) 本件消火器の価額は，3年以上使用した中古品であるから，これが 1 本当

たり 1 万 2000 円もすることはない。

(2) 被控訴人は，控訴人と被控訴人間の本件取引について，法（特定商取引に

関する法律）によって申込みの撤回をすることはできない。同法にいう指定

商品に当たるのは，消火器薬剤だけであり，点検整備費，交通費，薬剤廃棄

費用，人件費等は商品でないし，また，被控訴人は，法人であり，商人であ

るから，その行為は商行為であり，本件取引は，同法2 6条1項1号の「営

業のため」の行為であり，かつ， 「営業として」の行為でもある。

2 被控訴人の主坪と

(1) 本件取引に関する契約書は真正に成立したものではない。被控訴人の押印

はないから，民事訴訟法 2 2 _8 条 4項の推定も働かない。被控訴人の従業員

8 が署名しているが，同人に本件取引の代理権はないし，同人が，契約

締結の意思表示をしたということもできない。したがって，本件取引は不成

立である。

(2) 法2 6条1項1号の「営業のため若しくは営業として」にいう「営業」は，

営利目的をもって継続反復的になされる業務をいうというべきである。被控

訴入は，法人ではあるが，消火器については，これを営業の対象としている

わけではなく，本件取引について営利目的はないし，これを頻繁に継続反復 (

しているものではない。したがって，本件取引については，法2 6条1項1

号の適用はない。

(3) 控訴人は，出入りの点検業者を装って，被控訴人従業員を輻して契約書に

署名をさせるという手法で営業しており，同法の間隙をついて，その立法趣旨

を回避し，これを無効ならしめるような営業手法をとっているのであるから，

同法2 6条1項1号の適用を主張するのは，信義則に反し，権利の濫用であ

る。

(4) また，控訴人は，平成 1 4年 1 0 月末ころ，自己の雇用する女性従業員を
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これは正本である 。

平成1 5年7月3 0日

大阪高等裁判所第1民事部

裁判所書記官 植 田 武
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